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【一宮市人口推移】 

住民基本台帳に基づく一宮市の人口（各 4月 1日現在） 

一宮市官民データ活用推進計画

１. 一宮市の現状及び課題

現在、日本では今までに例のない速さで少子・高齢化が進んでおり、一宮市に

おいても 2020 年 4 月 1 日現在の高齢化率が 26.8%となり、2011 年 4 月 1 日に比

べて 5.3 ポイント増加し、超高齢社会がますます進んでいる状態となっています。 

また、人口においても減少に歯止めがかかっていない状態が続いており、それ

にともなう税収の落ち込みは地域サービスの提供及び安定的な行政運営に対する

大きな課題となっています。さらに新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大に

よりウィズコロナ、アフターコロナといった言葉に代表されるように、新しい生

活様式、新しい働き方が広まるとともに、人々の生活に様々な行動変容を求めら

れる社会になり、行政もそれに合わせた大きな変革を求められています。 

今後も安定した行政運営を確保し、地域サービスの質を維持していくためには、

行政手続の電子化による業務効率の向上や民間活力と官民データ1の活用による

地域課題の自発的解消の促進が極めて重要です。 

1 電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録をいう。）に記録された情報（国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は

公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く。）であって、国若しくは地

方公共団体又は独立行政法人若しくはその他の事業者により、その事務又は事業の遂行に当たり

管理され、利用され、又は提供されるものをいう。
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出典：厚生労働省ホームページ 
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２. 一宮市官民データ活用推進計画の目的

一宮市官民データ活用推進計画は、政府の IT 戦略である「世界最先端デジタ

ル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」を受けて、一宮市内の官民デー

タ活用の推進を図るとともに、国の施策と市町村の施策及び都道府県の施策と市

町村の施策の整合を担保することで、広域的なデータ流通の円滑な促進に寄与し、

将来的な地域課題の自発的な解消や全国的な行政及び民間のサービス水準の向上

に繋げ、住民の利便性向上に寄与するとともに、データの利活用を通じた地域経

済の活性化に繋げます。 

また、業務・システムの標準化やクラウド2利用の推進により、必要経費の削減

や職員の事務負担の軽減を図るとともに、新たなサービスの提供や更なる業務の

効率化を通じ、一宮市が抱える諸問題の解消を図ることを目的とします。 

2 「クラウドコンピューティング（Cloud Computing）」を略した呼び方で、データやアプリケー

ション等のコンピューター資源をネットワーク経由で利用する仕組みのこと。 

出典：首相官邸ホームページ 

「世界最先端デジタル国家」に向けて ～世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画の概要～ 
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３. 一宮市官民データ活用推進計画の位置付け

一宮市官民データ活用推進計画は、官民データ活用推進基本法（平成 28 年法

律第 103 号）第 9条第 3項に基づき市町村の努力義務として策定し、区域におけ

る官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画となります。 

一宮市における「一宮市官民データ活用推進計画」の位置付けとしては、「一宮

市総合計画」を上位計画とし、整合性を図り策定します。また当計画は官民デー

タ活用の推進にともなう基本的な計画であるため計画期間は設けないこととしま

す。 

４. 一宮市官民データ活用推進計画の推進体制

一宮市官民データ活用推進計画の推進体制は、CIO3組織とし副市長を CIO（最

高情報統括責任者）、総務部長を CIO 補佐監（情報統括管理責任者）、情報推進課

長を情報統括管理者、情報推進課を PMO4と位置付け、各部課長や ICT リーダー等

で組織します。 

3 Chief Information Officer（チーフ・インフォメーション・オフィサー）の略。日本語では

「最高情報責任者」「情報システム担当役員」「情報戦略統括役員」など。企業や行政機関等とい

った組織において情報化戦略を立案、実行する責任者のこと。 
4 Project Management Office（プロジェクト・マネージメント・オフィサー）の略。 組織の中

における複数のプロジェクトの最適化を行うことで作業の効率化を図ったり、それらのマネジメ

ント業務を 横断的に調整し、支援する組織をいう。
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５. 官民データ活用の推進に関する施策の基本的な方針

官民データ活用の推進に関する施策については、以下の 5つの基本的な方針を

柱とし具体的には下表のとおりとします。 

行政手続オンライン原則化に係る取組 

オープンデータ5の推進に係る取組 

マイナンバーカードの普及及び活用に係る取組 

デジタルデバイド6是正に係る取組 

行政デジタル化に係る取組 

(1) 行政手続オンライン原則化に係る取組 

「すぐ使える」「簡単」「便利」な行政サービスを実現するため、従来の

紙文化から脱却し、官民データ利活用に向けた行政手続等におけるオンラ

イン化（本人確認及び手数料支払いのオンライン化を含む。）の原則、それ

に伴う情報システム改革・業務の見直し（BPR7）及び添付書類の省略を推進

し、利用者中心の行政サービスを実現します。併せて、行政手続等におけ

るオンライン化の原則を実現するため、住民等の利用者側におけるオンラ

イン化についても利用を促進します。 

(2) オープンデータの推進に係る取組 

官民データを様々な主体が容易に活用できるようにするため、「オープン

データ基本指針（平成 29 年 5 月 30 日高度情報通信ネットワーク社会推進

戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定。令和元年 6月 7日改定。）」

等を踏まえて、一宮市が保有するデータのオープンデータ化を推進しま

す。また、事業者等の利益や国の安全が害されることがないようにしつ

つ、公益事業分野の事業者が保有するデータのオープンデータ化を促しま

す。 

5 機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ 
6 インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる

格差
7 Business Process Reengineering （ビジネス・プロセス・リエンジニアリング）の略。 

既存の業務プロセスを詳細に分析して課題を把握し、ゼロベースで全体的な解決策を導き出すこ

とにより、国民・事業者及び職員の双方の負担を軽減するとともに、業務処理の迅速化・正確性

の向上を通じた利便性の向上を図る取組



6 

(3) マイナンバーカードの普及及び活用に係る取組 

「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方

針」（令和元年 6月 4日デジタル・ガバメント閣僚会議）や骨太の方針等を

踏まえ、令和 2年度に実施されたマイナンバーカードを活用した消費活性

化策や健康保険証や運転免許証との一体化等の取組を着実に進め、マイナ

ンバーカードの普及・利活用を推進し、行政の事務負担の軽減及び住民の

利便性向上に寄与します。 

(4) デジタルデバイド是正に係る取組 

地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術

の利用の機会又は活用のための能力における格差の是正を図るため、官民

データ活用を通じたサービスの開発及び提供その他の必要な措置を講じま

す。 

(5) 行政デジタル化に係る取組 

行政サービスの利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、総合的な

デジタル化、業務の見直し（BPR）や情報システムの改革を推進する。具体

的には、情報システムについては、クラウド化などの共用化を促進するこ

とで、情報システムの運用経費削減、セキュリティ水準の向上、災害時に

おける業務継続性の確保を図る。また、一宮市内における各種データの標

準化（共通語彙基盤、文字情報基盤、地域情報プラットフォーム標準仕

様、中間標準レイアウト仕様への準拠等）を図り、官民でのデータ流通を

促進することで、民間の活力を活用した地域課題の解決に繋げます。 

６. セキュリティ及び個人情報の適正な取扱いの確保

一宮市官民データ活用推進計画の実施に当たっては、「一宮市情報セキュリテ

ィポリシー」に基づく適切な情報システムの運用体制を確保するほか、「地方公共

団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」、「個人情報の保

護に関する法律」及び「一宮市個人情報保護条例」に基づく適切なデータの公開、

運用を図ることとし、データ活用に係る地域住民の不安の払拭に努めます。

７. 官民データ活用の基本方針における個別施策

一宮市官民データ活用推進計画において定義した5つの基本的な方針における

個別の取組みは個別施策一覧のとおりです。 

なお、個別施策の取組状況は、最新状況を市ウェブサイトで毎年公開すること

にします。 
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